
　※部活動で利用する場合、必ず顧問または指導者が提出すること。

【貸出再開に際する利用条件】

　〇県民のみ利用可

　〇「利用者名簿」の提出

２．「利用者名簿」の提出について

利用前に管理事務室窓口にて「利用者名簿」の提出をお願いします。（所定様式）

　※提出せずに利用していることが発覚した場合、利用を中止していただきます。

１．主な変更点

　〇開放時間：9時～18時（土日祝日含む）

　〇同時利用者は200名まで（雨天時は制限あり）

スポーツ庁が示す「社会体育施設の再開に向けた感染拡大予防ガイドライン」に準拠した

　〇【利用者が遵守すべき基本的事項】

　〇【活動に際する留意点】

2点についてまとめたものを窓口へ掲示しております。必ず守ってご利用ください。

　　尚、提出が済むまで生徒は入場させないでください。

山形県あかねヶ丘陸上競技場 貸出再開について

指定管理者：公益財団法人山形市スポーツ協会

５．その他

　〇施設の利用方法や競技備品の使用方法について、様々なルールを設けております。

　　施設管理者の指示に従い遵守のうえご利用ください。

　〇ルール等を守れない個人・団体は利用をお断りします。

　　また、独自の解釈による勝手な行動は厳に慎んでください。

　〇不明点は管理事務室までお問合せください。

４．部活動における利用について

山形県教育委員会が示す下記を遵守のうえご利用ください。

　〇【新型コロナウイルス感染症予防を踏まえた部活動のガイドライン】

　〇【各競技の特性に応じた留意事項】

　〇【学校におけるチェックリスト】

３．入場・活動に際する条件


